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「合併等による実質的存続性の喪失に係る猶予期間」の現況について 

 

当社は平成23年１月27日に、株式会社名古屋証券取引所から「上場会社が実質的な存続会社でないと当取

引所が認めた場合」に該当するとして、平成23年１月27日から平成26年６月30日まで合併等による実質的

存続性の喪失に係る猶予期間入りとなっております。当該猶予期間の現況につきまして以下のとおりお知らせ

いたします。 

 

記 

 

１．審査申請準備の状況 

当社が、上場を維持するためには、新規上場審査基準に準じた基準に適合する必要があり、そのための審査

申請には、制度上取引参加者（証券会社）が作成した確認書の提出が義務付けられていることから、証券各

社に対して幹事就任を打診して参りましたが、現時点においても受託を得るに至っておらず、確認書の交付

を受ける見込が立っておりません。 

また、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような状況にあるため、施策を講じておりますが、継続企

業の前提に重要な疑義を生じさせるような状況の解消にも至っておらず、上場審査基準に適合する状態にあ

りません。 

上記改善の一環としまして、NR 投資事業組合に付与されております新株予約権につきましては、強制行使

条件が満たされましたので、行使を要請しております。 

 

２．猶予期間終了後の当社株式の取り扱い 

平成 26 年６月 30 日までに当該審査が終了しない場合、平成 26 年７月１日より当社株式は監理銘柄（確認

中）に指定されます。また、猶予期間終了後最初の有価証券報告書提出日（平成 26 年９月下旬予定）から起

算して８日目の日（休業日は除く）までに審査申請が行われない場合、上場廃止となる銘柄として整理銘柄

に指定され、その後１ヶ月間の整理売買を経て名証セントレックス市場への上場が廃止となります。 

 

３．今後の取り組みおよびご注意 

当社は、本日開示いたしました「事業の現状、今後の展開、事業計画の改善等について」に記載のとおり取

り組み、引き続き新規上場審査基準に準じた基準に適合しているかどうかの審査申請に向け全力を尽くして

参る所存ですが、当社株式を保有されている株主各位および当社株式の取得を検討されている投資家各位に

おかれましては、こうした当社の状況について充分にご認識をいただきますようお願い申し上げます。 

 

以 上 

 


